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 皆さんは医療費の自己負担がどのように計算されているか知っていますか？ 

資格確認書等を使って医療を受けた際は、年齢や所得によって支払う自己負

担割合（全体の医療費の何割が自己負担となるか）が次のように変わります。 

□小学校入学前までの乳幼児・・・・・２割負担 

□小学生以上７０歳未満の方・・・・・３割負担 

□７０歳以上７５歳未満の方・・・・・２割負担 

□７０歳以上の現役並み所得の方・・・３割負担 

 

ただし、比布町では高校生までの医療費負担はほぼありません！！ 

比布町では医療費助成事業を行っており、中学校を卒業するまで自己負担はかかり

ません。また、高校生等にかかった自己負担を町内商品券で還元する助成事業も行

っているため、お子さんにかかる医療費負担はほとんどありません。 

※私費診療（保険外診療）は、全額自己負担になります。 

 健康保険（資格確認書等）の切り替え手続きをされていない場合、医療費を

全額負担することとなる場合もありますので、健康保険の切り替え手続きは

お忘れのないようお願いいたします。マイナ保険証をご利用の方も、保険

の加入脱退手続きは必要です。 

 

 

 

≪ 医療費の自己負担とは？ ≫ 



 

 ◎生活習慣病ってどういう病気？？ 

 生活習慣病とは「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、そ

の発症・進行に関与する疾患群」のことであり、糖尿病や脂質異常症、高血圧

症などがあります。これらは本人に自覚症状のないまま動脈硬化を進め、

ある日突然、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こしたり、悪性新生物（がん）や、脳

血管疾患に罹り、死まで至らなくとも、日常生活に支障が出たり介護が必要に

なってしまうこともあります。 

 生活習慣病は年齢に関わらず発症するため、 

「まだ若いから」と安心できるものではありません。発症の 

リスクを下げるには、日ごろから規則正しい生活習慣を積み 

重ねることは勿論ですが、必ず１年に１回は健康診査を受け、自分の健康状

態を知ることが大事です。 

◎特定健診の受診をお願いします！！ 

 令和８年度も国保加入者を対象に、特定健康診査（特定健診）を実施します。 

 保健センターでは、４月から集団健診の申込受付を行います。「自分は大丈夫」

とは思わずに、この機会にぜひ受診をお願いします。 

 なお、社会保険加入等により受診日時点で国保資格を喪失している方につきま

しては、比布町の特定健診を受診することは出来ません。その場合は、ご加入の

保険者へお問い合わせください。 

 また、医療機関での個別健診も可能ですので、詳しくは 

保健センターまたは国保医療係までお問い合わせください。 

 

【 国保医療係からのお知らせ 】 

 








